
 
大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号 

 

懲
戒
処
分
の
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 

大 

分 

県 

教 

育 

委 

員 

会 
 

懲
戒
処
分
の
指
針 

第
一 

趣
旨 

本
指
針
は
、
教
職
員
等
の
懲
戒
処
分
の
標
準
的
な
種
類
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教
職
員
等
の
非

違
行
為
の
防
止
及
び
根
絶
を
図
り
、
県
民
の
教
育
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
二 

対
象 

本
指
針
は
、
教
育
庁
の
職
員
、
県
立
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
、
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教

職
員
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る

職
員
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
大
分
県
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
職
員
に
適
用
す
る
。 

第
三 

基
本
事
項 

本
指
針
は
、
代
表
的
な
事
例
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
標
準
的
な
懲
戒
処
分
の
種
類
を
掲
げ
た
も

の
で
あ
る
。 

具
体
的
な
処
分
量
定
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、 

一 

非
違
行
為
の
動
機
、
態
様
及
び
結
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か 

二 

故
意
又
は
過
失
の
度
合
い
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か 

三 

非
違
行
為
を
行
っ
た
職
員
の
職
責
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
職
責
は
非
違
行
為

と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か 

四 

他
の
職
員
及
び
社
会
に
与
え
る
影
響
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か 

五 

過
去
に
非
違
行
為
を
行
っ
て
い
る
か
等
の
ほ
か
、
適
宜
、
日
頃
の
勤
務
態
度
や
非
違
行
為
後
の

対
応 

等
も
含
め
総
合
的
に
考
慮
の
上
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。 

個
別
の
事
案
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
標
準
例
に
掲
げ
る
処
分
の
種
類
以
外
と
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
標
準
例
に
掲
げ
る
処
分
の
種
類
よ
り
重
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
場

合
と
し
て
、 

一 

非
違
行
為
の
動
機
若
し
く
は
態
様
が
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
き
又
は
非
違
行
為
の
結
果
が
極
め

て
重
大
で
あ
る
と
き 

二 

非
違
行
為
を
行
っ
た
職
員
が
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
な
ど
そ
の
職
責
が
特
に
高
い
と
き 

三 

非
違
行
為
の
公
務
内
外
に
及
ぼ
す
影
響
が
特
に
大
き
い
と
き 

四 

過
去
に
類
似
の
非
違
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
懲
戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と 

 
 

 
 

き 

五 

処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
複
数
の
異
な
る
非
違
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
き 

が
あ
る
。 

 



ま
た
、
例
え
ば
、
標
準
例
に
掲
げ
る
処
分
の
種
類
よ
り
軽
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
場
合
と

し
て
、 一 

職
員
が
自
ら
の
非
違
行
為
が
発
覚
す
る
前
に
自
主
的
に
申
し
出
た
と
き 

二 
非
違
行
為
を
行
う
に
至
っ
た
経
緯
そ
の
他
の
情
状
に
特
に
酌
量
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き 

が
あ
る
。 

な
お
、
標
準
例
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
非
違
行
為
に
つ
い
て
も
、
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
標
準
例
に
掲
げ
る
取
扱
い
を
参
考
と
し
つ
つ
判
断
す
る
。 

第
四 

標
準
例 

 

一 

一
般
服
務
関
係 

 
 

１  

欠
勤 

㈠ 

正
当
な
理
由
な
く
十
日
以
内
の
間
勤
務
を
欠
い
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

㈡ 

正
当
な
理
由
な
く
十
一
日
以
上
二
十
日
以
内
の
間
勤
務
を
欠
い
た
職
員
は
、
停
職
又
は
減
給
と

す
る
。 

㈢ 

正
当
な
理
由
な
く
二
十
一
日
以
上
の
間
勤
務
を
欠
い
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。 

 
 

２ 

遅
刻
・
早
退 

 
 

 
 

勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
繰
り
返
し
勤
務
を
欠
い
た
職
員
は
、
戒
告
と
す
る
。 

 
 

３ 

休
暇
の
虚
偽
申
請 

 
 

 
 

病
気
休
暇
又
は
特
別
休
暇
に
つ
い
て
虚
偽
の
申
請
を
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

４ 

勤
務
態
度
不
良 

 
 

 
 

勤
務
時
間
中
に
職
場
を
離
脱
し
て
職
務
を
怠
り
、
公
務
の
運
営
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
た
職
員
は
、

減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

５ 

職
場
内
秩
序
を
乱
す
行
為 

㈠ 

他
の
職
員
に
対
す
る
暴
行
に
よ
り
職
場
の
秩
序
を
乱
し
た
職
員
は
、
停
職
又
は
減
給
と
す
る
。 

㈡ 

他
の
職
員
に
対
す
る
暴
言
に
よ
り
職
場
の
秩
序
を
乱
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

 
 

６ 

虚
偽
報
告 

 
 

 
 

事
実
を
ね
つ
造
し
て
虚
偽
の
報
告
を
行
っ
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

 
 

７ 

違
法
な
職
員
団
体
活
動 

㈠ 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
違
反
し
て
同
盟
罷
業
、
怠
業
そ
の
他
の
争
議
行
為
を
な
し
、
又
は
地

方
公
共
団
体
の
機
関
の
活
動
能
率
を
低
下
さ
せ
る
怠
業
的
行
為
を
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告

と
す
る
。 

㈡ 

法
第
三
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
前
段
に
規
定
す
る
違
法
な
行
為
を
企

て
、
又
は
そ
の
遂
行
を
共
謀
し
、
唆
し
、
若
し
く
は
あ
お
っ
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職
と
す

る
。 

 
 

８ 

秘
密
漏
え
い 

㈠ 

職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
故
意
に
漏
ら
し
、
公
務
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
生
じ
さ



せ
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
自
己
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目

的
で
秘
密
を
漏
ら
し
た
職
員
は
、
免
職
と
す
る
。 

㈡ 

具
体
的
に
命
令
さ
れ
、
又
は
注
意
喚
起
さ
れ
た
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
職
務
上
の
秘
密
が
漏
え
い
し
、
公
務
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
生
じ
さ
せ
た
職
員
は
、
停

職
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

 
 

９ 

政
治
的
行
為
の
制
限
違
反 

 
 

 
 

法
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
（
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
公
務
員
（
以
下
「
教
育
公
務
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て

は
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
）
の
規
定
に
違
反
し
て
政
治
的
行
為
を
行
っ
た
職
員
は
、
停
職
、
減
給

又
は
戒
告
と
す
る
。 

10 

兼
業
の
承
認
等
を
得
る
手
続
の
け
怠 

㈠ 

営
利
企
業
の
役
員
等
の
職
を
兼
ね
、
若
し
く
は
自
ら
営
利
企
業
を
営
む
こ
と
の
許
可
を
得
る
手

続
又
は
報
酬
を
得
て
、
営
利
企
業
以
外
の
事
業
の
団
体
の
役
員
等
を
兼
ね
、
そ
の
他
事
業
若
し
く

は
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
の
許
可
を
得
る
手
続
を
怠
り
、
こ
れ
ら
の
兼
業
を
行
っ
た
職
員
は
、
減

給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

㈡ 

承
認
を
得
る
手
続
を
怠
り
、
給
与
を
受
け
、
又
は
受
け
な
い
で
、
教
育
に
関
す
る
他
の
職
を
兼

ね
、
又
は
教
育
に
関
す
る
他
の
事
業
若
し
く
は
事
務
に
従
事
し
た
教
育
公
務
員
は
、
減
給
又
は
戒

告
と
す
る
。 

11 

入
札
談
合
等
に
関
与
す
る
行
為 

県
が
入
札
等
に
よ
り
行
う
契
約
の
締
結
に
関
し
、
そ
の
職
務
に
反
し
、
事
業
者
そ
の
他
の
者
に
談

合
を
唆
す
こ
と
、
事
業
者
そ
の
他
の
者
に
予
定
価
格
等
の
入
札
等
に
関
す
る
秘
密
を
教
示
す
る
こ
と

又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
行
っ
た
職
員
は
、
免
職
又

は
停
職
と
す
る
。 

12 

個
人
の
秘
密
情
報
の
目
的
外
収
集 

そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的
で
個
人
の
秘
密
に
属
す

る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
等
を
収
集
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

13 

公
文
書
の
不
適
正
な
取
扱
い 

㈠ 

公
文
書
を
偽
造
し
、
若
し
く
は
変
造
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
公
文
書
を
作
成
し
、
又
は
公
文
書

を
毀
棄
し
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。 

㈡ 

決
裁
文
書
を
改
ざ
ん
し
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。 

㈢ 

公
文
書
を
改
ざ
ん
し
、
紛
失
し
、
又
は
誤
っ
て
廃
棄
し
、
そ
の
他
不
適
正
に
取
り
扱
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
公
務
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
生
じ
さ
せ
た
職
員
は
、
停
職
、
減
給
又
は
戒
告
と
す

る
。 

14 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
他
の
者
を
不
快
に
さ
せ
る
職
場
に
お
け
る
性
的
な
言
動
及

び
他
の
職
員
を
不
快
に
さ
せ
る
職
場
外
に
お
け
る
性
的
な
言
動
） 

㈠ 

暴
行
若
し
く
は
脅
迫
を
用
い
て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
、
又
は
職
場
に
お
け
る
上
司
・
部
下
等

の
関
係
に
基
づ
く
影
響
力
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
強
い
て
性
的
関
係
を
結
び
若
し
く
は
わ
い
せ
つ



な
行
為
を
し
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。 

㈡ 

相
手
の
意
に
反
す
る
こ
と
を
認
識
の
上
で
、
わ
い
せ
つ
な
言
辞
、
性
的
な
内
容
の
電
話
、
性
的

な
内
容
の
手
紙
・
電
子
メ
ー
ル
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
Ｓ

Ｎ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
等
を
含
む
。
）
の
送
付
、
身
体
的
接
触
、
つ
き
ま

と
い
等
の
性
的
な
言
動
（
以
下
「
わ
い
せ
つ
な
言
辞
等
の
性
的
な
言
動
」
と
い
う
。
）
を
繰
り
返

し
た
職
員
は
、
停
職
又
は
減
給
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
わ
い
せ
つ
な
言
辞
等
の
性
的
な

言
動
を
執
拗よ

う

に
繰
り
返
し
た
こ
と
に
よ
り
相
手
が
強
度
の
心
的
ス
ト
レ
ス
の
重
積
に
よ
る
精
神
疾

患
に
罹り

患
し
た
と
き
は
、
当
該
職
員
は
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。 

㈢ 

相
手
の
意
に
反
す
る
こ
と
を
認
識
の
上
で
、
わ
い
せ
つ
な
言
辞
等
の
性
的
な
言
動
を
行
っ
た
職

員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

15 

パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト 

㈠ 

パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
職
務
上
の
権
限
や
地
位
等
を
背
景
に
し
た
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
・

強
制
等
の
継
続
的
に
他
の
職
員
の
人
格
や
尊
厳
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
言
動
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
相
手
に
著
し
い
精
神
的
又
は
身
体
的
な
苦
痛
を
与
え
た
職
員

は
、
停
職
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

㈡ 

パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
指
導
、
注
意
等
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
繰
り
返
し
た
職
員
は
、
停
職
又
は
減
給
と
す
る
。 

㈢ 

パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
相
手
を
強
度
の
心
的
ス
ト
レ
ス
の
重
積
に

よ
る
精
神
疾
患
に
罹
患
さ
せ
た
職
員
は
、
免
職
、
停
職
又
は
減
給
と
す
る
。 

 

二 

公
金
公
物
取
扱
い
関
係 

 
 

１ 

横
領 

 
 

 
  

公
金
又
は
公
物
を
横
領
し
た
職
員
は
、
免
職
と
す
る
。 

 
 

２ 

窃
取 

 
 

 
  

公
金
又
は
公
物
を
窃
取
し
た
職
員
は
、
免
職
と
す
る
。 

 
 

３ 

詐
取 

 
 

 
  

人
を
欺
い
て
公
金
又
は
公
物
を
交
付
さ
せ
た
職
員
は
、
免
職
と
す
る
。 

 
 

４ 

紛
失 

 
 

 
  

公
金
又
は
公
物
を
紛
失
し
た
職
員
は
、
戒
告
と
す
る
。 

 
 

５ 

盗
難 

 
 

 
  

重
大
な
過
失
に
よ
り
公
金
又
は
公
物
の
盗
難
に
遭
っ
た
職
員
は
、
戒
告
と
す
る
。 

 
 

６ 

公
物
損
壊 

 
 

 
  

故
意
に
職
場
に
お
い
て
公
物
を
損
壊
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

 
 

７ 

失
火 

 
 

 
  

過
失
に
よ
り
職
場
に
お
い
て
公
物
の
出
火
を
引
き
起
こ
し
た
職
員
は
、
戒
告
と
す
る
。 

 
 

８ 

諸
給
与
の
違
法
支
払
・
不
適
正
受
給 

 
 

 
 
 

故
意
に
条
例
等
に
違
反
し
て
諸
給
与
を
不
正
に
支
給
し
た
職
員
及
び
故
意
に
届
出
を
怠
り
、
又
は

虚
偽
の
届
出
を
す
る
な
ど
し
て
諸
給
与
を
不
正
に
受
給
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 



 
 

９ 

公
金
公
物
処
理
不
適
正 

 
 

 
 
 

自
己
保
管
中
の
公
金
の
流
用
等
公
金
又
は
公
物
の
不
適
正
な
処
理
を
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒

告
と
す
る
。 

10 
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
不
適
正
使
用 

職
場
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
そ
の
職
務
に
関
連
し
な
い
不
適
正
な
目
的
で
使
用
し
、
公
務
の
運
営
に

支
障
を
生
じ
さ
せ
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

 

 

三 

児
童
生
徒
等
に
対
す
る
非
違
行
為 

 
 

１ 

わ
い
せ
つ
行
為
等 

㈠ 

児
童
生
徒
性
暴
力
等
（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法 

律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
い
う
。 

以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
職
員
は
、
免
職
と
す
る
。 

㈡ 

児
童
生
徒
等
（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
わ
い
せ
つ
な
言
辞
等
の
性

的
な
言
動
を
行
っ
た
職
員
（
㈠
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
免
職
、
停
職
、
減
給
又
は
戒
告

と
す
る
。
た
だ
し
、
わ
い
せ
つ
な
言
辞
等
の
性
的
な
言
動
を
執
拗
に
繰
り
返
す
な
ど
特
に
悪
質
な

場
合
は
、
免
職
と
す
る
。 

注 

児
童
生
徒
性
暴
力
等
と
は
、
不
同
意
性
交
、
児
童
ポ
ル
ノ
所
持
、
性
的
姿
態
等
撮
影
等
を

い
い
、
被
害
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
の
同
意
や
当
該
児
童
生
徒
等
に
対
す
る
暴
行
、
脅
迫
等

の
有
無
を
問
わ
な
い
。
ま
た
、
刑
法
上
の
性
犯
罪
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
為
及
び
刑
事
罰
が

科
せ
ら
れ
な
か
っ
た
行
為
も
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
該
当
し
得
る
。 

２ 

体
罰
等 

㈠ 

体
罰
に
よ
り
児
童
生
徒
等
を
死
亡
さ
せ
、
又
は
児
童
生
徒
等
に
重
い
後
遺
症
を
も
た
ら
す
傷
害

を
生
じ
さ
せ
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。 

㈡ 

体
罰
に
よ
り
児
童
生
徒
等
に
傷
害
を
生
じ
さ
せ
た
職
員
は
、
停
職
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

 

㈢ 

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
体
罰
を
行
っ
た
職
員
は
、
児
童
生
徒
等
の
状
況
等
に
応
じ

て
処
分
を
判
断
す
る
。 

㈣ 

暴
言
等
の
不
適
切
な
言
動
又
は
指
導
を
行
っ
た
職
員
は
、
児
童
生
徒
等
の
状
況
等
に
応
じ
て
処

分
を
判
断
す
る
。
た
だ
し
、
暴
言
等
の
不
適
切
な
言
動
又
は
指
導
を
常
習
的
に
行
う
こ
と
に
よ

り
、
児
童
生
徒
等
に
著
し
い
精
神
的
苦
痛
を
与
え
た
職
員
は
、
免
職
、
停
職
、
減
給
又
は
戒
告
と

す
る
。 

 
 

３ 

そ
の
他 

㈠ 

電
子
メ
ー
ル
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
利
用
し
て
、
児
童
生
徒
等
と
や
り
取
り
を
行
っ
た
職
員
は
、
管
理

職
の
承
認
を
得
た
場
合
又
は
緊
急
等
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
減
給
又
は
戒

告
と
す
る
。 

㈡ 

児
童
生
徒
等
を
自
家
用
車
に
同
乗
さ
せ
た
職
員
は
、
管
理
職
の
承
認
を
得
た
場
合
又
は
緊
急
等

の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
戒
告
と
す
る
。 

四 

公
務
外
非
違
行
為 



１ 

放
火 

放
火
を
し
た
職
員
は
、
免
職
と
す
る
。 

 
 

２ 

殺
人 

人
を
殺
し
た
職
員
は
、
免
職
と
す
る
。 

 
 

３ 

傷
害 

人
の
身
体
を
傷
害
し
た
職
員
は
、
停
職
又
は
減
給
と
す
る
。 

 
 

４ 

暴
行
・
け
ん
か 

 
 

 
 
 

暴
行
を
加
え
、
又
は
け
ん
か
を
し
た
職
員
が
人
を
傷
害
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
減
給
又

は
戒
告
と
す
る
。 

 
 

５ 

器
物
損
壊 

 
 

 
  

故
意
に
他
人
の
物
を
損
壊
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

 
 

６ 

横
領 

㈠ 

自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
を
横
領
し
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。 

㈡ 

遺
失
物
、
漂
流
物
そ
の
他
占
有
を
離
れ
た
他
人
の
物
を
横
領
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と

す
る
。 

 
 

７ 

窃
盗
・
強
盗 

 
 

 

㈠ 

他
人
の
財
物
を
窃
取
し
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。 

㈡ 

暴
行
又
は
脅
迫
を
用
い
て
他
人
の
財
物
を
強
取
し
た
職
員
は
、
免
職
と
す
る
。 

８ 

詐
欺
・
恐
喝 

 
 

 
 
 

人
を
欺
い
て
財
物
を
交
付
さ
せ
、
又
は
人
を
恐
喝
し
て
財
物
を
交
付
さ
せ
た
職
員
は
、
免
職
又
は

停
職
と
す
る
。 

９ 

賭
博 

 
 

 

㈠ 

賭
博
を
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

㈡ 

常
習
と
し
て
賭
博
を
し
た
職
員
は
、
停
職
と
す
る
。 

10 

麻
薬
等
の
所
持
等 

 
 

 
 
 

麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
、
覚
醒
剤
、
危
険
ド
ラ
ッ
グ
等
の
所
持
、
使
用
、
譲
渡
等
を
し
た
職
員

は
、
免
職
と
す
る
。 

 
 

11 

酩
酊
に
よ
る
粗
野
な
言
動
等 

酩
酊
し
て
、
公
共
の
場
所
や
乗
物
に
お
い
て
、
公
衆
に
迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
著
し
く
粗
野
又
は

乱
暴
な
言
動
を
し
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

12 

わ
い
せ
つ
行
為
等 

㈠ 

相
手
の
同
意
を
得
な
い
で
、
性
交
等
又
は
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職

と
す
る
。 

㈡ 

公
共
の
場
所
又
は
乗
物
に
お
い
て
痴
漢
行
為
を
し
た
職
員
は
、
免
職
、
停
職
又
は
減
給
と
す

る
。 

㈢ 

公
共
の
場
所
若
し
く
は
乗
物
に
お
い
て
他
人
の
通
常
衣
服
で
隠
さ
れ
て
い
る
下
着
若
し
く
は
身

体
の
盗
撮
行
為
を
し
、
又
は
通
常
衣
服
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
着
け
て
い
な
い
状
態
と
な
る
場



所
に
お
け
る
他
人
の
姿
態
の
盗
撮
行
為
を
し
た
職
員
は
、
免
職
、
停
職
又
は
減
給
と
す
る
。 

㈣ 

㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
わ
い
せ
つ
行
為
等
を
し
た
職
員
は
、
免
職
、
停
職
、

減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。 

 

五 

飲
酒
運
転
・
交
通
事
故
・
交
通
法
規
違
反
関
係 

 
 

１ 

飲
酒
運
転 

㈠ 

飲
酒
運
転
（
酒
酔
い
運
転
及
び
酒
気
帯
び
運
転
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
い
、
人
身
事
故

又
は
物
損
事
故
を
起
こ
し
た
職
員
は
免
職
と
し
、
自
損
事
故
等
（
自
損
事
故
又
は
違
反
行
為
の
み

の
場
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
起
こ
し
た
職
員
は
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。 

㈡ 

車
両
の
運
転
者
の
飲
酒
を
知
り
な
が
ら
当
該
運
転
者
が
運
転
す
る
車
両
に
同
乗
し
た
職
員
又
は

車
両
の
運
転
者
が
飲
酒
運
転
を
す
る
こ
と
を
容
認
し
た
職
員
は
、
飲
酒
運
転
を
行
っ
た
職
員
に
準

じ
た
処
分
と
す
る
。 

注 

飲
酒
運
転
に
係
る
車
両
は
、
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
、
自
転
車
等
の
車
両
を
い
う
。 

 
 

２ 

無
免
許
運
転 

無
免
許
運
転
を
行
い
、
人
身
事
故
を
起
こ
し
た
職
員
は
免
職
又
は
停
職
と
し
、
物
損
事
故
等
（
物

損
事
故
、
自
損
事
故
又
は
違
反
行
為
の
み
の
場
合
を
い
う
。
）
を
起
こ
し
た
職
員
は
停
職
と
す
る
。 

３ 

速
度
超
過
違
反 

 
 

 
 
 
 

速
度
超
過
違
反
を
行
い
、
人
身
事
故
を
起
こ
し
た
職
員
は
免
職
、
停
職
又
は
減
給
と
し
、
物
損
事

故
を
起
こ
し
た
職
員
は
停
職
又
は
減
給
と
し
、
自
損
事
故
等
を
起
こ
し
た
職
員
は
停
職
、
減
給
又
は

戒
告
と
す
る
。 

注 

「
速
度
超
過
違
反
」
と
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
十
二
条 

の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る
速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
最
高
速

度
を
超
え
る
速
度
で
運
転
す
る
行
為
の
う
ち
、
そ
の
超
え
る
速
度
が
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎

時
（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
は
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）
以
上
の
も
の
を
い
う
。 

４ 

そ
の
他
の
交
通
法
規
違
反 

㈠ 

１
か
ら
３
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
交
通
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
人

を
死
亡
さ
せ
、
又
は
重
篤
な
傷
害
を
生
じ
さ
せ
た
職
員
は
、
免
職
、
停
職
又
は
減
給
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
措
置
義
務
違
反
を
し
た
職
員
は
、
免
職
又
は
停
職
と
す
る
。 

㈡ 

１
か
ら
３
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
交
通
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
人

に
傷
害
を
生
じ
さ
せ
た
職
員
は
、
減
給
又
は
戒
告
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
措
置
義
務
違

反
を
し
た
職
員
は
、
停
職
又
は
減
給
と
す
る
。 

㈢ 

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
交
通
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
職
員

は
、
過
失
の
程
度
、
事
故
後
の
対
応
等
に
応
じ
て
処
分
を
判
断
す
る
。 

 

六 

監
督
責
任
関
係 

 
 

１ 

指
導
監
督
不
適
正 

非
違
行
為
者
を
指
導
監
督
す
べ
き
立
場
で
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当

該
非
違
行
為
者
の
懲
戒
処
分
の
内
容
及
び
程
度
に
準
じ
て
処
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

非
違
行
為
の
隠
ぺ
い
、
黙
認 



部
下
職
員
の
非
違
行
為
を
知
得
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
を
隠
ぺ
い
し
、
又
は
黙
認
し

た
職
員
は
、
停
職
又
は
減
給
と
す
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

県
立
学
校
教
職
員
及
び
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
に
対
す
る
懲
戒
処
分
等
の
基
準
（
平
成
十
四

年
大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 


